
キャンピングトレーラを牽引する際の

高速道路料金引き下げを要請する署名

国土交通大臣殿

【要請趣旨】

　普通車でキャンピングトレーラを牽引する場合、これまでその高速道路料金区分は１ランクアップの

中型車扱いとなり普通車の約 1.2 倍でした。しかしながら、地域振興を目的として今年６月以降実施さ

れようとしている上限料金制においては、高速道路の利用目的が牽引しない普通車と明らかに同じ観光

等の地域振興であるにも関わらず、普通車の上限 2,000 円に対し中型車の上限 5,000 円と、その格差は

2.5 倍にも拡がってしまいます。これでは高速道路を利用するキャンピングトレーラの使用者にとって

明らかに不公平です。このような不公平な料金体系を是正するため、早急に以下の改正を要請します。

【要請内容】

　普通車は、キャンピングトレーラを牽引する、しないに関わらず、高速道路の料金区分を

常に普通車扱いとして、キャンピングトレーラを牽引する際の高速道路料金を引き下げる。

【要請理由】

　普通車でキャンピングトレーラを牽引する場合、それほど重量のあるものは牽引できず、その総重量

は通常の中型車扱いの貨物車トラック等比べ非常に少ない。一方高速道路の利用目的は通常の中型車が

営業目的であるのに対し、キャンピングトレーラを牽引する場合は普通車と同じ観光目的です。

　従って、高速道路の料金区分は中型車扱いではなく、普通車扱いとすることが本来妥当と考えます。
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署名活動にご協力いただける皆様へ（解説）

　今年４月９日に国土交通省から「高速道路の新たな料金割引」について発表がありましたが、

その基本は、上限料金制を導入する代わりにこれまでの ETC 深夜割引などの各種割引を廃止

するというものです。

　この上限料金は普通車では 2,000円ですが、普通車でキャンピングトレーラーを牽引すると

大型車と同じ 5,000円になります。この意味は、通常料金で 5,000円以上（距離にして 170km

以上）高速道路を利用しなければ「新たな料金割引」は受けられないことです。

　一方、キャンピングトレーラーのメリットを発揮するためには、通常金曜の夜に出発して深

夜割引で高速道路を利用しますが、割引後の料金は 400km以上走行しないと 5,000円を超え

ないので、割引まで考慮するとその距離までは現行料金から実質値上となります。しかし、キ

ャンピングトレーラーを牽いて 400km以上高速道路を走行することは非常にまれで、通常の

旅行では 100km~150km程度なので、年間トータルで考えれば高速道路料金の負担は大幅に

増えてしまうでしょう。（下表）

【参考】東京ＩＣから東名高速道路利用の料金（現行料金は ETC深夜割引適用）

出口ＩＣ 御殿場(84km) 静岡(162km) 名古屋(326km) 吹田(480km)

現行（中型車） 1,500円 2,450円 4,250円 6,400円

普通車 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
新料金

中型車 2,950円 4,900円 5,000円 5,000円

赤字は現行料金（深夜割引適用）からの値上げ

　これから判るとおり、「高速道路の新たな料金割引」は普通車と長距離トラックに対しては

メリットがありますが、キャンピングトレーラーについては全く考慮されていません。

　ところで、中型車、大型車扱いの車両は通常業務目的であり、長距離を走行すればするだけ

業務上の利益を得て、割引のメリットも受けられますが、旅行、観光が目的のキャンピングト

レーラーも同じ中型扱いでは、今回の上限料金制による割引のメリットは一切ありません。

　このように、旅行、観光による地域振興という、普通車と同じ目的で高速道路を利用するキ

ャンピングトレーラーについては、普通車と同じ高速道路料金にして欲しいという要望を提出

しようということになりました。

■ 署名の資格

　原則として普通運転免許を取得できる 18才以上としましたが、小中高校生のお子様でも今

回の署名の意味を理解できる方ならＯＫです。また自署が基本ですが、障害などで自署できな

い方は代筆でも構いません。なお、昨年署名をいただいた方でも今回署名ができます。

■ 署名の送り先

　　〒194-0022東京都町田市森野 1-10-10-2A　日本ＲＶ協会　トレーラー部会　あて

　※個人情報なので、封筒に入れメール便など配達記録の残る方法でお送り下さい。

■ 送付期限・・・平成２２年６月３０日

■ 免責事項　この署名は国土交通省または高速道路会社に提出する目的以外では使用しませ

ん。また、提出するまでは厳重に保管し、個人情報の流出が無いよう務めます。

日本ＲＶ協会　トレーラー部会　部長　大森敬一

問合せ先 090-6539-1232 (SoftBank) メール info@littlehouse.co.jp


